
 �国は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認め
るときは、警報を発令して、直ちに都道府県知事に通知します。さらに、住民の避難が必
要なときは都道府県知事に対して、住民の避難措置を講ずるよう指示します。
 �これを受け、都道府県知事は、警報の通知や避難の指示を行います。そして、放送や市
町村の防災行政無線等を通じて、みなさんに情報が伝達されます。

i.避難の仕組み
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【警報の発令・通知】
• 武力攻撃事態等の現状と
   予測
• 武力攻撃が迫り、又は
   現に武力攻撃が発生
   したと認められる地域
• 住民や公私の団体に対し
   周知させるべき事項

【避難措置の指示】
•住民の避難が必要な地域
•住民の避難先となる地域
•住民の避難に関して関係
 機関が講ずべき
 措置の概要

【警報の通知】
• 武力攻撃事態等の現状と
   予測
• 武力攻撃が迫り、又は
   現に武力攻撃が発生
   したと認められる地域
• 住民や公私の団体に対し
   周知させるべき事項

•放送事業者による警報や避難の指示の放送
•運送事業者による避難住民の運送　　　 等

【避難の指示】
•住民の避難が必要な地域
•住民の避難先となる地域
•主な避難の経路
•避難のための交通手段

【警報の伝達】
• 警報の内容を住民・関係団
   体に伝達、 執行機関に通知
• サイレン、防災行政無線等
   の手段を活用し
   できるだけ速やかに伝達
• 都道府県警察の協力

【避難の指示の伝達】
【避難住民の誘導】
•直ちに避難実施要領を
 定める
•市町村職員及び消防を
 指揮し避難住民を誘導
•警察官等による誘導の要請

※避難方法には、大別して、要避難地域外への域外避難と、要避難地域内の建物等への屋内避難があります。

・関係都道府県知事は受
入れについて協議
・受入れない正当な理由
のない限り受入れ

都道府県の区域を
越える避難
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＜主な役割＞
• 警報の発令・通知
• 要避難地域・避難先
• 地域を示し、避難措置の
• 指示

＜主な役割＞
• 警報の通知
• 具体的な避難の方法を
• 示した上で、住民に
• 避難の指示

＜主な役割＞
• 警報・避難の指示の伝達
• 避難実施要領を定めて
• 避難住民の誘導を実施
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